
飲食物その他の役務の提供を行う屋内作業場に
ついては、労働者の受動喫煙の程度を低減させる
ために、次のいずれかの措置（措置内容は省令事項）
を講じなければならない。

喫煙エリアにおけるたばこ煙の浮遊粉じん濃度が、平
均で0.15(mg/m3)以下であること
・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）、事務
所衛生基準規則における室内の浮遊粉じん濃度の基準も
0.15(mg/m3) 以下。

労働安全衛生法改正案（H24.11廃案）の概要
（受動喫煙防止対策部分抜粋）

屋内作業場を全面禁煙又は空間分煙にする措置
を講じなければならない。

（※）飲食業、宿泊業、娯楽業は、飲食物その他の役務の提供を行う屋内作業場のみ右欄の措置で、その他の屋内作業場は左欄の措置

飲食業、宿泊業、娯楽業の事業者（※）全事業者（右欄の事業者を除く）

たばこ煙の浮遊粉じん濃度基準（案）†

喫煙エリアにn席の客席がある場合１時間あたりの必要
換気量が70.3×n (m3/時間)であること
・ 11席の客席であれば、家庭用の換気扇の換気量800(m3/時間)で可

又は

① 非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しない
② 喫煙室内に室外から一定の空気の流れ（0.2m/s以上）
がある

［参考］ 分煙効果判定基準報告書（平成14年６月）

又は

喫煙室の要件（案）（省令事項）

喫煙エリアの換気量基準（案）†

作業場（全面禁煙） 作業場（空間分煙）

禁 煙

屋内

禁 煙

屋内

喫
煙
室

† 職場における受動喫煙防止対策基準検討委員会報告書（平成22年９月）
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１ 職場における受動喫煙防止対策の取組状況（規模別・業種別）及び事業者・労働者の意識
について

(%)
○ 事業所規模別取組状況

○ 業種別取組状況

全面禁煙
＋ 空間分煙

61.4

97.1

89.2

83.6

81.2

75.3

69.0

63.1

58.7

全面禁煙
＋ 空間分煙

61.4

80.2

85.6

84.5

84.2

72.2

71.6

78.9

68.3

62.7

63.4

64.2

45.7

53.6

43.0

48.7

42.8

48.1

(%)

全面禁煙 空間分煙

全面禁煙 空間分煙

（参考）平成19、２３年の調査との比較

46.3

47.5

61.4

受動喫煙防止対策を促進するための取組

＜事業所調査＞
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○ 職場の受動喫煙防止対策の問題の有無

※：２つ以内回答、問題があると回答した事業所を100とした場合の％

(%)

24.6
23.9

34.9
28.3

17.2
7.4

2.2
4.4
7.1
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受動喫煙に対する喫煙者の理解が得られない

喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である

顧客に喫煙をやめさせるのが困難である

喫煙室を設けるスペースがない

喫煙室を設けたるための資金がない

施設上の制約により、喫煙室に必要な整備を設置できない

受動喫煙防止対策への取り組み方がわからない

取り組む必要性を感じない

その他

問題の内容

(%)

問題がある 特に問題がない 不明



【出典】 平成２４年労働者健康状況調査
• 実施機関 厚生労働省大臣官房統計情報部 （統計法に基づく一般統計調査）
• 調査の範囲
［事業所］ 約13,000事業所 （常用雇用者を10人以上雇用する民営事業所から層化抽出法により抽出）

［労働者］ 約17,500人 （上記事業所に雇用されている労働者のうちから層化抽出法により抽出）

【出典】 平成２４年労働者健康状況調査
• 実施機関 厚生労働省大臣官房統計情報部 （統計法に基づく一般統計調査）
• 調査の範囲
［事業所］ 約13,000事業所 （常用雇用者を10人以上雇用する民営事業所から層化抽出法により抽出）

［労働者］ 約17,500人 （上記事業所に雇用されている労働者のうちから層化抽出法により抽出）
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○ 職場における受動喫煙防止対策として望むこと（複数回答）

(%)
敷地内を含めた事業所全体を禁煙とすること

事業所の建物内全体を禁煙（執務室、会議
室、食堂、休憩室、商談室等含め）とし、屋外
のみ喫煙可能とすること

事業所の内部に閉鎖された喫煙場所（喫煙
室）を設け、それ以外は禁煙とすること

事業所の内部に開放された喫煙場所（喫煙
コーナー）を設け、それ以外は禁煙とすること

事業所では喫煙できるが、会議、研修の場所
を禁煙とすること

事業所では喫煙できるが、一定時間の制限
（禁煙タイム）を実施すること

喫煙室又は喫煙コーナーにたばこの煙を排気
する装置（換気扇）等を設置すること

喫煙室又は喫煙コーナーにたばこの煙を除去
する装置（空気清浄装置）等を設置すること

喫煙室入口において気流を測定すること

喫煙室内の浮遊粉じん、一酸化炭素等の
濃度を測定すること

喫煙に対する健康指導（たばこの害に対する
教育や喫煙指導）を実施すること

受動喫煙防止対策の担当者、担当部署を決
めること

受動喫煙防止対策のための委員会等を開催
すること

左記以外の何らかの対策を実施すること

不明

＜労働者調査＞


